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広報伊丹■２０２０（令和２）年１０月１日 第１４３１号（２）
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◆ 乳幼児期の子どもの育ちと学びを支える取り組み ◆
市立・私立に関わらず国の指針や市教育ビジョンに基づいた教育・保育内容を実施しています。
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「どこが違うの？」

保育所（園）・こども園・幼稚園
幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿

幼児が身に付けていくことが望まれる具体的な姿として「幼児期の終わりまでに
育ってほしい『１０の姿』」を示しています。

幼稚園

３～５歳児の幼児に
対して、保育・教育を
行います。

こども園

保護者の就労状況な
どに関わらず、就学前
の乳児・幼児に対し
て、保育・教育を一体
的に行います。

保育所（園）

保護者の就労などで
保育を必要とする乳児
・幼児に対して、保育
・教育を一体的に行い
ます。
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「遊び」は「学び」 ５領域で考える保育

保育所（園）・こども園・幼稚園では、安定した生活を送り、遊びを通じた総合
的な学びを支える教育・保育の内容を５つに分類しています。
１．健康
▷健康な心と体▷自ら健康で安全な生活をつくり出す力
２．人間関係
▷自立心▷人と関わる力
３．環境
▷身近な環境に好奇心や探求心をもって関わる力▷豊かな心情や思考力の芽生え
４．言葉
▷自分の言葉で表現する力▷相手の話を聞こうとする意欲や態度
５．表現
▷感じたことや考えたことを自分なりに表現する力▷豊かな感性や創造性

◆ 市立就学前施設について ◆

語句説明▷１号認定＝満３歳以上▷２号認定＝保護者が就労などしている満３歳以上▷３号
認定＝保護者が就労などしている満３歳未満。 よくある質問
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幼稚園

【保育時間】▷月・木曜＝
午前８時４０分～正午▷※火
・水・金曜＝午前８時４０分
～午後１時４５分（保育終了
後～午後４時半は預かり保
育）
【保育料】無償（預かり保
育料別）
【給食】なし。※は弁当持
参

こども園

【保育時間】▷１号認定＝
幼稚園と同様▷２・３号認
定＝保育所（園）と同様
【保育料】▷３～５歳児＝
無償（預かり保育料別）▷
０～２歳児＝世帯の市民税
所得割額により異なる
【給食】あり
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保育所（園）

【保育時間】午前７時～午
後７時（午後６時以降は延
長保育）
【保育料】▷３～５歳児＝
無償▷０～２歳児＝世帯の
市民税所得割額により異な
る
【給食】あり（一部の施設
は主食持参）

Ｑ 制服はありますか？
Ａ 保育所（園）は、服装の決まりはありません。こども園の３～５
歳児は、毎日体操ズボンで活動し、行事のときは、白色のポロシャツ
（指定なし）を着用します。幼稚園は、各園で異なります。

Ｑ 給食について教えてください。
Ａ 保育所（園）・こども園（１号認定は火・水・金曜のみ）は、卵と乳
を含まない献立「なかよし給食」を自園調理して毎日提供しています。
（一部の保育所は主食持参）その他のアレルギーが心配な人は各施設
に相談を。幼稚園は、給食がなく火・水・金曜は弁当持参です。

Ｑ 保育所（園）には申請したら必ず入れますか？
Ａ 利用調整を行いますので、必ず入所できるとは限りません。
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◆ 相談 ◆郵
送
で
手
続
き
を
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１０
月
１５
日
か
ら
市
内
保
育
所

（
園
）
・
市
立
認
定
こ
ど
も
園
・

伊
丹
ひ
ま
わ
り
こ
ど
も
園
の
教
育

・
保
育
給
付
認
定
２
・
３
号
へ
の

来
年
４
月
入
所
申
し
込
み
を
開
始

し
ま
す
。

認
定
こ
ど
も
園
西
伊
丹
保
育
園

（
寺
本
５
）
、
い
ず
み
幼
稚
園
（
荒

牧
７
）
、
白
ゆ
り
幼
稚
園
（
春
日

丘
３
）
は
、
直
接
、
各
園
へ
問
い

合
わ
せ
を
。

す
で
に
今
年
度
の
申
請
書
を
提

出
し
て
い
る
人
で
、
来
年
度
以
降

も
入
所
を
希
望
す
る
場
合
は
、
再

度
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

【
申
請
書
配
布
方
法
】
▽
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
（
下
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
読

み
取
り
可
）

▽
市
役
所
４

階
の
教
育
保

育
課
で
配
布
（
電
話
や
電
子
申
請

で
請
求
も
可
）
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
防
止
の
た
め
、
申
請
書
は

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
か
電
話
、
電
子
申

請
で
の
請
求
に
協
力
を
。

'
次
の
い
ず
れ
か
で
申
し
込
み

を
。
１０
月
１５
日
〜
１２
月
１０
日
に
申

請
書
に
必
要
事
項
を
書
き
、
必
要

書
類
を
添
え
て
▽
直
接
、
教
育
保

育
課
へ
▽
１１
月
１５
日
ま
で
に
郵
送

（
消
印
有
効
）
で
〒
６６４
・
８
５
０

３
伊
丹
市
役
所
教
育
保
育
課
（
!

７８４
・
８
０
３
５
）
へ
。

締
め
切
り
日
を
過
ぎ
て
提
出
さ

れ
た
申
し
込
み
や
追
加
書
類
は
、

理
由
を
問
わ
ず
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。
締
め
切
り
後
の
受
け
付
け

は
、
来
年
５
月
入
所
の
申
し
込
み

分
と
な
り
ま
す
。

★すくすく育児相談（面接）

【時間】月曜（祝・休日除く）午後１
～４時
【内容】▷授乳・ミルクのこと▷離乳
食の進め方▷生活リズムなど

市保健センター!７８４-８０３４

★子育てコンシェルジュ

【時間】毎日（第３日曜、祝日除く）午
前９時～午後５時半
【内容】▷初めての育児で不安▷親子
の交流の場を知りたいなど
子育て支援センター!７７１-１１５２

★総合教育センター教育相

談（電話・面接）

【時間】▷月～金曜の午前９時～午後
６時▷土曜午前９時～午後５時
【内容】▷保育所（園）や学校に行く
のを嫌がる▷友達と遊べないなど
面接相談は要予約
総合教育センター!７７２-６１７１

★幼児教育センター

【時間】月～金曜の午前９時～午後５
時半（金曜は午後９時まで）
【内容】▷幼児期の教育にかかる「出

前講座」について▷子育てに関する相
談など
市幼児教育センター!７８０-２４８８

★こども発達支援センター

あすぱる（電話）

【時間】月～金曜の午前９時～午後５
時半
【内容】▷運動発達に遅れがある▷こ
だわりが強い▷福祉・通所サービスを
利用したいなど

あすぱる!７８４-８１２８

★伊丹特別支援学校教育支

援センター相談室（電話・

ファクス）

【時間】月～金曜の午前９時～午後５
時
【内容】▷発達のこと▷言語などの指
導法のこと▷就学や進路のことなど
伊丹特別支援学校!７８３-５４３６
（ファクス７８３-５４７７）

★家庭児童相談室

【時間】月～金曜の午前９時～午後５
時半
【内容】▷子育ての悩みや心配ごとな
ど
市こども福祉課家庭児童相談室

!７８０-３５１８

この広報紙は９万８００部作成し、印刷経費は１部あたり６円です（内訳：市負担分４円・広告収入分２円）


